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一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会

宅地建物取引業法の一部が改正されインスペクションが法律的に位置づけられております。

これにより、既存住宅の売買時に買主へ重要事項説明として｢既存住宅状況調査｣に関する説明

が義務付けられました。

この既存住宅状況調査を行うのは、登録機関の講習を修了した建築士（既存住宅状況調査技術

者）と規定されました。

※令和２年度より住宅金融支援機構の「適合証明技術者」登録は、この「既存住宅状況調査

技術者講習」修了も要件となりました。

【受講申込要領は次のページです】
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